
 

愛媛県行政書士会松山支部規則 
 

   第１章 総則 
（趣旨） 

第１条 この規則は、愛媛県行政書士会会則第52条による愛媛県行政書士会（以下「本 
会」という。）松山支部（以下「支部」という。）に関して、本会会則施行規則第 
19条の規定に基づき必要な事項を定める。 

 （目的） 
第２条 支部は、次の業務を行うことを目的とする。 

(１) 支部会員相互の連絡を緊密にし、人格の向上、品位の保持及び相互の親睦を図 
ること。 

(２) 業務に関する知識の普及と充実を図ること。 
(３) 本会の業務に協力すること。 
(４) 上記各号に関連する業務を行うこと。 
（組織） 

第３条 支部は、本会会則第52条により設置された松山支部の所轄区域内に事務所を有

する本会会員の全員をもって組織する。 
（事務所） 

第４条 支部は事務所を松山市に置く。ただし、業務の執行上必要があるときは、理事

会の同意により、松山市以外の地に置くことができる。 
第２章 支部会員  

（入会） 
第５条 第３条に該当する本会会員は、すべて支部の会員となる。 

（資格の喪失） 
第６条 本会会員たる資格を失った者は、同時に支部会員の資格をも失うものとする。 

第３章 役員  
（役員） 

第７条 支部に次の役員を置く。 
支部長 １人 
副支部長 ２人以内 
理事 ５人以上７人以内 
監事 ２人以内 

２ 監事は、支部の他の役員を兼ねることができない。 

 



 

（職  務） 
第８条 支部長は支部を代表し、支部の業務を統括する。支部長は、必要と認めるとき

は、会議を開くことができる。 
２ 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、支部長の定めるところによ

りその職務を代理し、支部長が欠けたときはその職務を行う。 
３ 理事は、理事会の構成員として業務の執行を決定するほか、支部の業務を分掌する。 
４ 監事は、支部の資産及び会計の状況を監査する。 

（役員の選任） 
第９条 役員は、本会会則第８条第２項に定める個人会員である支部会員（以下「支部

個人会員」という。）の中から支部総会において選任する。 
２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残存期間とする。 
 

（役員の任期） 
第10条 役員の任期は、就任後第２回目の定時総会終結のときまでとする。ただし、再

任を妨げないが、支部長は、連続して３期６年を限度とする。 
 

（役員の退任） 
第11条 役員は、支部個人会員の資格を失ったとき、又は支部総会において解任の議決

があったときは、退任する。 
第４章 支部総会  

（総会） 
第12条 支部総会は、定時総会及び臨時総会とする。 
２ 定時総会は、毎会計年度終了後２か月以内に支部長が招集する。 
３ 臨時総会は、支部長が必要と認めたとき、又は支部個人会員の５分の１以上若しく

は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 
４ 支部長は、前項による請求があったときは、１か月以内に臨時総会を招集しなけれ

ばならない。請求があった後１か月を経過しても臨時総会が招集されないときは、同

項の請求者は、臨時総会を招集することができる。 
（総会の構成） 

第13条 支部総会は、支部個人会員をもって構成する。 
２ 支部総会は、支部個人会員の３分の１以上の者が出席しなければ会議を開くことが

できない。この場合において第17条第２項の規定により議決権を行使した支部個人会

員は、会議に出席したものとみなす。 
 

 



 

（総会の議決事項） 
第14条 支部総会は、この規則に定めがあるものを除くほか、次の事項を議決する。 

(１) 事業計画の決定及び事業報告の承認 
(２) 支部規則の制定及び変更 
(３) 理事会において支部総会に付議すべきことを議決した事項 
(４) その他、支部の業務に関する重要事項で、支部総会において審議することを相 

当と議決した事項 
（総会招集の通知） 

第15条 支部総会を招集するには、開会の日の５日前までにその通知をしなければなら

ない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。 
２ 前項の通知には、会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載しなればなら

ない。 
（議決） 

第16条 支部総会の議事は、この規則に定めがあるものを除くほか、出席した支部個人

会員の過半数で決する。この場合において、議長は、議決に加わることができない。 
２ 可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（議決権） 
第17条 支部個人会員は、１個の議決権を有する。 
２ 支部個人会員で、支部総会に出席することができない者は、あらかじめ議案につい

て書面をもって表決することができる。 
３ 支部個人会員は、議案について特別の利害関係を有するときは、議決権を行使する

ことができない。 
（特別議決） 

第18条 支部規則の制定又は変更及び役員の解任に関する事項は、支部総会に出席した

支部個人会員の３分の２以上の同意をもって決する。 
（議長及び副議長） 

第19条 支部総会の議長は、支部総会において選任する。 
２ 議長は、必要があると認めたときは、副議長１人を指名することができる。 

（議事録） 
第20条 支部総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。 
(１) 会議の日時及び場所 
(２) 支部個人会員の現在数 
(３) 会議に出席した支部個人会員の数（書面による表決をした者を含む。） 

 



 

(４) 議決事項 
(５) 議事の経過及び要領 

２ 議事録には、議長及び議事録署名人２人以上が署名押印しなければならない。 
３ 議事録署名人は、議長がこれを指名する。 

第５章 理事会  
（理事会の構成等） 

第21条 理事会は、支部長、副支部長及び理事をもって構成する。 
２ 理事会は、支部長が招集する。 
３ 第15条の規定は、理事会の招集について準用する。 

（理事会の議決事項） 
第22条 理事会は、この規則に定めるものを除くほか、次の事項を議決する。 

(１) 支部総会の議決した事項の執行に関すること。 
(２) 支部総会に付議すべきこと。 
(３) その他支部総会の議決を要しない支部業務の執行に関すること。 
（理事会の議長） 

第23条 理事会の議長は、支部長がこれにあたる。 
（定足数） 

第24条 理事会は、構成員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができな

い。 
（監事の出席） 

第25条 支部長は、監事に対し理事会への出席を求めることができる。 
２ 理事会に出席した監事は、議長の許可を得て発言することができる。 

（議決及び議事録） 
第26条 第16条、第17条及び第20条の規定は、理事会の議決及び議事録について準用

する。 
 （書面による議決） 
第27条 支部長は、特別の理由があるときは、理事会で決議すべき事項について書面に

より行うことができる。 
２ 前項の規定により、副支部長及び理事の過半数の同意があったときは、理事会の議

決があったものとみなす。 
３ 第１項の規定により議決を求めた事項について、その結果が確定したときは、その

結果を速やかに副支部長及び理事に通知し、かつ直後の理事会において報告しなけれ

ばならない。 
 

 



 

第６章 資産及び会計  
（資産） 

第28条 支部の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 
(１) 本会よりの交付金 
(２) 寄付金品 
(３) その他の収入及び保有する動産 
（資産の管理） 

第29条 支部の資産は、支部長がこれを管理する。 
（経費の支弁） 

第30条 支部の経費は、資産をもって支弁する。 
（会計年度） 

第31条 支部の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
（予算及び決算） 

第32条 支部の収支予算は、支部総会の議決を経て定め、収支決算は、会計年度終了後

その会計年度末の財産目録とともに監事の監査を経て支部総会の承認を受けなけれ

ばならない。 
２ 支部長は、予算が成立しない期間においては、通常の業務を執行するため必要な経

費に限り支出することができる。 
（会計事務担当者） 

第33条 支部の会計事務は、支部長の指名した副支部長又は理事がこれを担当する。 
第７章 補則  

（委任） 
第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会において定める。 

（非協力者に対する処置） 
第35条 支部個人会員であって、支部の業務に協力しない者があるときは、支部長は、

本会に対し、この者に対する処置を請求することができる。 
（処分を受けた会員及びその他に対する措置） 

第36条 支部会員が本会において処分を受けた場合、支部においても本会会則に準じ、

次のとおり権利の停止ができるものとする。 
(１) 支部の役員選任及び本会役員等候補者選出に関する権利（支部個人会員に限

る。） 
(２) 支部の会議及び研修会に出席する権利 
(３) 支部の事務所、施設等を利用する権利 
(４) 支部から文書、資料等の送付を受ける権利 
 



 

２ 本会会則第10条に規定する会費を２期以上滞納している支部個人会員に対しては、

支部経費をもって調達する図書類その他物品及び支部慶弔規程に基づく給付金等の

交付は、行わないものとする。 
（旅費） 

第37条 役員その他支部個人会員が会議に出席し、又は会務のため出張するときは、別

に定めるところにより旅費を支給する。 
（役員報酬） 

第38条 役員に支給する報酬の金額は、支部総会の議決を経て別に定める。 
 

附 則 
１ この規則（以下「新規則」という。）は、本部会則施行規則第19条の規定により、

本部会長の承認を得て、昭和５８年６月１７日から施行する。 
２ 昭和５４年４月２２日施行の当支部規則（以下「旧規則」という。）は廃止する。 
３ 旧規則の規定により定めた事項は、新規則の規定により定めたものとみなす。 

附 則 
 この規則は、本部会長の承認を受けて一部を改正し、昭和６０年５月３１日から施行

する。 
附 則 

 この規則は、本会会長の承認を受け、平成１６年８月１日から施行する。だたし、第

11条の規定は、平成１７年度定時総会終結のときから施行する。 
   附 則 
 この規則は、本会会長の承認を受け、平成２０年５月１０日（平成２０年度定時総会

終結後）から施行する。 
附 則 

 この規則は、本会会長の承認を受け、平成２５年５月１０日（平成２５年度定時総会

終結後）から施行する。 
附 則 

この規則は、本会会長の承認を受け、平成２８年５月１３日（平成２８年度支部定時

総会終結後）から施行する。 
 
 
 
 
 

 


